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法令名 
佐賀県教育委員会の主管に属する公益信託の引受けの許 

可及び監督に関する規則 
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残余財産の処分は、次の事項のすべてを満たすときに許可を与える。 

 

（1）信託契約書に定める残余財産の処分の手続きが適正になされていること。 

（2）残余財産の帰属を受ける者が終了した信託と類似の目的を有すること。 

（3）残余財産の帰属を受ける者が真に事業遂行の意思を持っていること。 

（4）残余財産の帰属を受ける者の資力が十分であること。 
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